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2025/3/19
規制条項 対象定義 構成要件 構成要件２ 罰則 備考

規制 罰則

条文で全般を禁

止し、罰則に具

体的な要件を定

めているもの

条文で禁止とな

る具体的な要件

を定めているも

の

①児ポ法2a-3又は7a-2

②児ポ法2a-3及び同項各号いずれか

③児ポ法2a-3又は同項各号いずれか

④児ポ法2a-3及び7a-2

①拒否、威迫、欺き、困惑、対償供与

②①－拒否

③正当な理由なく

④①－威迫＋困惑に乗じて

追加条項等

罰金と科料の違いは金額。

罰金は１万円以上（条例で規定を設ける場

合は１万円以上100 万円以下）、科料は

1,000 円以上１万円未満。

1 北海道 ○ ○ 〇 第38条の２ ① ① 対象13歳未満
30万円以下の罰金、常習者は６月以下の懲役又は50万円

以下の罰金
あり＋優先事項

2 青森県 × ×

3 岩手県 × ×

4 宮城県 ○ ○ 〇 第31条の2 ① ① 30万円以下の罰金又は科料 あり

5 秋田県 × ×

6 山形県 ○ ○ 〇 第13条の２ ① ① 30万円以下の罰金 あり

7 福島県 ○ ○ 〇 第26条の２ ① ① 30万円以下の罰金 あり

8 茨城県 ○ ○ 〇 第35条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

9 栃木県 ○ ○ 〇 第42条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

10 群馬県 ○ ○ 〇 第35条の2 ① ① 30万円以下の罰金 あり

11 埼玉県 ○ ○ 〇 第19条の3 ② ① 30万円以下の罰金 あり

12 千葉県 ○ ○ 〇 第19条の4 ① ① 前項各号のほか 30万円以下の罰金又は科料 あり（但書付）

13 東京都 ○ ○ 〇 第18条の7 ① ① 30万円以下の罰金 あり

14 神奈川県 ○ ○ 〇 第31条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

15 新潟県 ○ ○ 〇 第20条の3 ① ① 20万円以下の罰金 あり

16 富山県 ○ ○ 〇 第15条の3 ② ① 30万円以下の罰金 あり

17 石川県 ○ ○ 〇 第51条の2 ① ① 30万円以下の罰金 あり

18 福井県 ○ ○ 〇 第35条の3 ③ ① 30万円以下の罰金 無

19 山梨県 ○ ○ 〇 第12条の3 ① ① 30万円以下の罰金 あり

20 長野県 × ×

21 岐阜県 ○ ○ 〇 第23条の2 ① ① 30万円以下の罰金 あり（規制条項内カッコ書き）

22 静岡県 ○ ○ 〇 第14条の5 ② ① 30万円以下の罰金 あり

23 愛知県 × × 近日改正との情報あり

24 三重県 ○ ○ 〇 第23条の2 ① ① 30万円以下の罰金 あり

25 滋賀県 ○ ○ 〇 第24条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり（但書付） R5.10改正

26 京都府 ○ ○ 〇 第21条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

27 大阪府 ○ ○ 〇 第42条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり（但書付）

28 兵庫県 ○ ○ 〇 第21条の3 ② ② 30万円以下の罰金又は科料 あり

29 奈良県 ○ ○ 〇 第34条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

30 和歌山県 ○ ○ 〇 第26条の２ ① ① 30万円以下の罰金 あり

31 鳥取県 ○ ○ 〇 第18条の2 ① ③ 30万円以下の罰金 あり

32 島根県 × ×

33 岡山県 ○ ○ 〇 第20条の2 ④ ① 30万円以下の罰金 無 R6.7月改正

34 広島県 ○ ○ 〇 第39条の3 ② ③ 30万円以下の罰金 あり R6.10月改正

35 山口県 ○ ○ 〇 第12条の5 ② ④ 30万円以下の罰金又は科料 あり

36 徳島県 × ×

37 香川県 ○ ○ 第16条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり＋優先事項

38 愛媛県 ○ ○ 〇 第9条の3 ② ① 30万円以下の罰金 あり

39 高知県 ○ ○ 〇 第18条の2 ④ ① 30万円以下の罰金 あり

40 福岡県 ○ ○ 〇 第31条の2 ① ① 30万円以下の罰金又は科料 あり

41 佐賀県 ○ ○ 〇 第22条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

42 長崎県 ○ ○ 〇 第16条の2 ① ① 30万円以下の罰金 あり

43 熊本県 ○ ○ 〇 第18条の4 ① ① 30万円以下の罰金 あり

44 大分県 ○ ○ 〇 第37条の2 ① ① 30万円以下の罰金又は科料 あり

45 宮崎県 ○ ○ 〇 第19条の2 ③ ① 30万円以下の罰金 あり

46 鹿児島県 ○ ○ 〇 第22条の2 ② ① 30万円以下の罰金 あり

47 沖縄県 ○ ○ 〇 第17条の4 ③ ① 30万円以下の罰金 あり（但書付）
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適宜更新

児童ポルノ等の提供を求める行為 青少年への

適用除外条項等


